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今治市空家等対策委員会 

 

建築課長 

只今より令和２年度 第２回今治市空家等対策委員会を開催させていただき 

ます。 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、ご出席いただきましてありが

とうございます。 

私、建築課長の曽我部でございます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

会議に入ります前に、当委員会の委員に異動がございましたので、ご紹介をさ

せていただきます。 

愛媛県警察、３月 22日付けの人事異動によりまして、今治警察署 生活安全

課長さんにご着任されております 矢野 重典委員さんでございます。 

なお、本日は急なご公務のために急遽欠席となっております。 

それから本日、今治土木事務所長の岡田博文委員さん、ご公務のため代理で今

治土木事務所 管理課長 末光 圭三様にご出席をいただいております。 

ただいまの出席委員数は９名でございます。 

従いまして、今治市空家等対策委員会規則第５条で規定されております、開催

に必要な定員、過半数を満たしていることをご報告させていただきます。 

それでは、委員会の開催にあたりまして、渡辺会長の方からご挨拶をいただき

たいと存じます。 

 

渡辺会長 

皆さま、改めましてこんにちは。 

 本日は人事異動の真っ最中という、年度末を控えましてご多忙中にも関わり

ませず、また新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、令和２年度第２回

目となります、今治市空家等対策委員会にご出席を賜りまして、誠にありがとう

ございます。 

 さて、皆さんもご覧になられたことと思いますけれど、愛媛新聞に掲載されて

おりました、今治市の空き家対策に関するですね、記事をご紹介させていただき

たいと思います。 

まず、昨年の 10月でしたか、今治市が島嶼部で始めておられます空き家バン

ク事業におきまして、第１号となる売買契約が成立し、上浦町甘崎にあった空き

家が、現在は一棟の貸し切りの宿として生まれ変わったという記事が出ており

ました。 

写真入りで出ておりましたけれども、この空き家バンク事業につきましては、



人口の増加等が見込まれ、今治市の活性化につながる事業でもございますので、

積極的に進めていただければと思います。 

今日のテレビニュースでも、お隣の西条市のユーターン事例が報道されてお

られましたけれど、西条市は、ついこないだの日本全国のアンケートでですね、

一番住みやすいまちというところで、西条市が全国ナンバーワンになったとい

うことを、ちらっと聞いたような気がいたします。 

お隣の西条市に負けず、住みたいと思われるような今治市に、是非ともなって

いただきたいと思っております。 

 また、昨年 11月にはですね、官民で空き家対策を推進するため、空き家の管

理や利活用推進の相互連携に関する協定を民間の６団体と締結されたことが新

聞等で、これも写真入りで出ておりました。 

 2018 年度の統計資料でございますけれども、全国でなんと 215,000 件余りの

ですね、相続放棄の事例はそれだけあるようでございまして、当今治地方におい

ても、結構今治の裁判所にそういうふうな手続きがなされているということを

聞いております。 

 これを締結と言いますのはですね、官民が一体となった取組でありますので、

こちらも積極的に進めていただきたいと思っているところでございます。 

以上、愛媛新聞の記事から２点ご紹介させていただきましたけれども、これま

での施策に加えまして、新たな施策が展開されており、誰もが安全で、安心で暮

らせるまちづくりのため、なお一層頑張っていただきたいというふうに思って

おります。 

 さて、本日はお手元にありますように３つの議題がございますが、「特定空家

等の措置について」が大きな議題になろうかと思います。 

 昨年６月に開催いたしました第１回目の会合におきましては、特定空家等の

判断につきまして、委員の皆さまより様々なご意見をいただき、本委員会といた

しましても特定空家等として判断することが適当であるとの結論をいただきま

した。 

 鉄骨の柱が変形し、天井骨材が湾曲するなど、非常に危険な状態でありました

が、あれから半年以上が経過しておりますので、現場の状況や周辺住民への影響

が気になるところではございますが、現在のところは幸いにも事故等は発生し

ていないように聞いております。 

 建物の倒壊等による被害者が出ないことを願うばかりであります。 

本日も委員の皆さまから忌憚のない闊達なご意見をいただきますようお願い

申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 



建築課長 

 ありがとうございました。 

 議事に入る前に、事務局よりお願いがございます。 

 マスク着用しておりますと、どうしても話しにくかったり、声が籠ったりして

聞き取りにくい部分があろうかと思います。 

 議事の進行とか、後の議事録の作成を円滑に進めるために、これより先、発言

の際にはマイクのご使用をお願いしたいと存じます。 

これより先の議事進行は、渡辺会長様にお願いしたいと存じます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会長 

 はい、ありがとうございます。 

それでは、これより議事を進めてまいります。 

まず、議事録署名人の指名をさせていただきたいと思います。 

本日につきましては、山本一馬委員さんと矢野日出男委員さんのご両名を指

名させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

また、議事録の公開についてお諮りいたしたいと思いますが、今治市附属機関

等の会議録の作成及び公開に関する要綱の規定によりまして、議事録について

は原則公開といたしますけれど、個人に関する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも

の又は特定の個人を識別することはできないけれども、公にすることによって、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるものにつきましては非公開といたし

ます。 

また、発言者及び発言内容等を市のホームページに掲載することとされてお

りますけれども、委員の皆さまに率直な意見交換をしていただくため、発言者の

氏名は公表しないことといたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

会長 

 異議なしとのご発声がありました。 

それでは、議事録につきましては、発言者の氏名を伏せた状態で公開させてい

ただきます。 

なお、討論等につきましては、事務局にお聞きしますと、個人名のところはＡ

とか、Ｂとか、そんな記号名で記述されておるようでございまして、忌憚のない

ご意見をどしどし出していただいたらと思います。 



それでは、議題１の「特定空家等の措置」について、事務局より説明を求めた

いと思います。 

よろしくお願いします。 

 

事務局 

（説明） 

 

会長 

 以上で説明は終わりました。 

何かご質問等はございますか。 

 

会長 

 ないようですが、私の方からちょっと。 

 法的なことなのでＡ委員にですね、今の市のスキームで、いわゆる除却費用の

債権が当然、市にはありはしますけれど、費用の分についての債権の保全の観点

からいけば、このスキームで法的には大丈夫でしょうか。 

 更地になった後、相続財産管理人の選任という形になっておるようでござい

ますけれど、そのあたりご見解をいただければ。 

 

Ａ委員 

 お役目ですから、回答させていただきます。 

一つ質問をしといた方がいいですかね、市の方には。 

今回、予定として相続財産管理人の選任となってますけども、広く同じような

案件が出てきたときに、費用の徴収、回収ですね、をするために例えば、今回で

言えば相続財産でしょうけど、例えば更地になりさえすれば、これ結構売れる土

地やでっていうような場合であれば。 

相続財産管理人って、言葉のとおり相続財産、土地に限らずお金も相続財産あ

りますかとかって調べないかんのです。 

で、結構手続き的には重い。 

だから費用の徴収という意味だけであるならば、例えば更地にした土地自体

が結構売れるよっていうのであれば、競売かけるだけで回収っていう目的は達

成しますから、いわゆる色んな選択肢はご検討された方がいいかなっていうの

が一つです。 

 で、その上で質問に対するお答えになるんですけれども、仮に相続財産管理人

っていうので費用の回収をするっていうような場合ですと、これ今、ちょうど映

されているところの、ちょうど右側の相続財産管理人っていう欄の上から二つ



目の囲みの部分ですね。 

 相続財産の債権者・受遺者確認の公告っていうのが、これがいわゆる官報に載

っけて、相続財産に対して債権者いませんかっていう官報に掲載する手続きな

んですが、この時ちょっと、これ言葉足らずですけれど、この時にもう知れてる

債権、今回で言えば市ですね、に対しては格別に管理人の義務として書かれてい

るんですけど、管理人さんは知れている債権者の人には債権届け出してくださ

いねっていうのを催告しなければならないとなっていますから、その段階で市

の方から届け出してくださいっていうことになります。 

 おそらく管理人の方から催告にいくって流れになります。 

 

会長 

 はい、ありがとうございました。 

 ということをお聞きいたしますと、このスキームで特に問題はないというよ

うな理解でよろしいですか。 

 

Ａ委員 

 はい。 

 

会長 

 ありがとうございました。 

 他に何かご質問、ございませんでしょうか。 

 

会長 

 はい、他にご質問がないようでございますので、続きまして議題２の「令和２

年度の老朽危険空家除却事業」について、事務局より概要説明をお願いしたいと

思います。 

 

事務局 

（説明） 

 

会長 

 以上で説明は終わったようでございますが、何かご質問等はございますか。 

 

会長 

 ございませんですかね。 

  



会長 

 私の方からちょっと確認ということで、お聞かせ願ったら思うんですけれど、

年度ごとで認められた案件に対して、補助数値が確か 70%程度くらい、毎年そん

な執行率みたいですけれど、去年残った方の案件と、今年度の案件とのバランス

と言いますか、残された分は優先的にあげられているのか、その年度の基準に再

度基づいて対処されておられるのか、その辺りちょっと確認させていただいた

らと思うんですが。 

 

事務局 

 失礼します。 

 老朽危険空家の申込みにつきましては、単年度の事業として申込みの順位を

決めさせていただいております。 

 改めて次年度に申込みされる方については、次年度の新規の申込みとして、そ

の年度に申し込みされた方の中での順位付けをさせていただいておりますので、

翌年度に必ずしも補助が受けられるという保証はございません。 

 

会長 

 はい、一年毎の仕切りで、残った場合は、次年度にもう一度申込みをしなけれ

ばならないという扱いですね。 

 はい、ありがとうございました。 

 他にご質問等はございませんか。 

 

会長 

ないようでしたら、続きまして、議題３の「新たな取り組み」について、事務

局より説明をいただいたらと思います。 

 

事務局 

（説明） 

 

会長 

 ありがとうございました。 

 今の議題３について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

 

会長 

 ぱっと思いつくことでも結構ですし。 

 



会長 

 ございませんか。 

 ぱっと私が思いついたのはですね、今のポータルサイトのアクセス状況とい

いますか、所管は違うかも分かりませんけれど、実績といいますか、どれだけ皆

さん関心があるのか、具体的な数値がお分かりでしたら、ちょっと発表いただけ

ればと思います。 

 分かりますかね。 

 

事務局 

 はい、失礼いたします。 

 現在、売却、賃貸、そういった相談件数といたしまして、今治市内全域で 38

件、うち６件が成約しているということを、３月５日付け現在で確認しておりま

す。 

 また、買いたいという相談につきまして 11件、うち２件が成約をしておると

いう情報を聞いております。 

 

会長 

 ありがとうございます。 

 活発に、既に動かれているということで、ちょっと安心いたしました。 

 どしどしと人口が増えるような施策をですね、積極的に取り組んでいただい

たらと思います。 

 やはり、人の頭数というのが経済のバックボーンになりますので、地盤沈下し

ないように一生懸命皆さんで頑張ってやっていただけたらと思っている次第で

あります。 

 質問等も今までのところ出つくした言うても、私だけが発言ばかりして恐縮

なんですけど、事務局から何か他にありませんでしょうか。 

 

事務局 

 失礼します。 

 冒頭でもお願いいたしましたとおり、個人情報が含まれます議題１の追加資

料につきましては、このまま席に残してご退席いただきますようお願いします。 

また、個人情報の取り扱いにつきましては、十分に注意していただきますよう

お願いいたします。 

 

会長 

はい、ありがとうございました。 



以上をもちまして、本日の議事は一応全て終了いたしましたが、全体を通じて

何か、何でもいいですからご質問等ありましたら。 

ご意見でも結構です。 

 

Ｂ委員 

包括協定のことは画期的なことでいいと思うんですけども、素朴な質問です

けど、これは利活用いうことで、老朽した空き家はどうなるかいうことで、例え

ば人間でいうたら健康寿命から普通の死亡に通じるような、どうにもならんよ

うな家のことをどうするかいうのを、この中には反映されてはないと思うんで

すよね。 

それは、どうなるんですかね。 

やっぱし、あくまでも相談受けて、調査に行くいう手法しかないんですかね。 

その包括の中には、ある程度利活用できるような家の包括じゃ思うんですよ。 

ほて、一番困るのは、老朽化してどうにもならんような空き家をどうするかい

うのも、これ包括に含まれとんですか。 

はっきりしないんで。 

人間でいうたら、平均寿命があって、健康寿命があって、その間くらいですよ

ね。 

手入れのされてない空き家をどうするかいうのを、一番困るんじゃけど、それ

をどうするか、ちょっと行政は難しいと思うんですけど、何か案があったら教え

てください。 

分かりましたか、言うこと。 

 

会長 

はい、ありがとうございました。 

 

事務局 

 Ｂ委員さん言われるとおり、非常にこの包括協定で全てを網羅できたらいい

んですけど、そういった意味で包括協定とさせていただいております。 

 お手元の 12ページにもありますように連携事項の３条で、管理不全な空家等

への対策に関することということは謳っておりますので、いうたら健全なのか

ら、どうしようもない死亡寸前のあいなかの、今回議題１で取り上げましたよう

な空き家も包括の対象には載っておりますが。 

 ただし、今回協定を結ばせていただいた６つの団体さんにつきましては、それ

が即、受けれる体制のある団体ではないという認識は持っております。 

 場合によっては、商工会議所関係の会員の方にはお力添えをいただく場合も



あろかと思うんですけど、いきなり商工会議所さん、お願いしますという訳には 

まいらないんだろなという気はしております。 

 そういったところで、今このイメージ、６団体としておる以外にですね、もち

ろん法律的な観点も出てまいりますから、司法書士さん、行政書士さん、土地家

屋調査士さんの団体、この委員会の中にもおります弁護士さんの団体であった

り、不動産鑑定士さんのとこらへん、もちろん建築士さんのとこらともご相談を

さしていただく。 

 こういった形をとってはまいりたいと思いますけども、協定を結んでおる団

体と直接のやりとり、団体との協定というとこまでは、まだ至っておりませんが、

いずれそういったところのお話が、相談が増えてきて、協定結んだ方が円滑にい

けるよねっていう事態になってまいりましたら、そういったところのご相談も、

それぞれの団体に仰いでいきたいなと。 

 まずは、むちゃくちゃになってからは、とりあえず市の方で責任を持って対応

する、そうなる手前のものを、ならんように、予備軍を減していこうというのが、

この今回、大きな協定の内容になっておるかと思いますので、そういったご理解

をいただけたらと思います。 

 

会長 

 はい、ありがとうございました。 

 Ｂ委員さん、よろしいですか。 

 

Ｂ委員 

 ええ。 

 

 

会長 

 はい、ありがとうございました。 

 皆さん、全員でもって、出来ることからこつこつという方針で臨まなければ、

なかなか難しい問題ですので。 

 

Ｃ委員 

 失礼します。 

 せっかく委員として参加さしていただいておりますので、一言。 

 市の方で一生懸命取り組んでいただいておるので、移住者が非常に喜んでお

るという件のご披露をしておいたらと思います。 

 大島なんですけれども、近年県外から空き家、ちょうど私が家庭菜園しておる



ところから 200メーターくらい離れたとこの空き家。 

 70 代後半の方が購入して、県外ナンバーの大きい車で行き来しておるので、

どしたんかなと思ったら、その方がその空き家を買ったと。 

 その空き家は 10年くらい人が住んでなかった、平屋の本妻なんですけど。 

 改修してお一人で住んでおったんですが、息子さんが 40代の方が、またこち

らへ移住して。 

 ですから、お父さんが来ていいところじゃということで、買い物あたりは１キ

ロ以内で全て揃う人らがたくさんいますんで。 

 特に、先日話とったのが、ここはいいとこですね、雪が降らんのでと。 

 雪除けをしなくてもいいと。 

 でも大変でしょう、ここは山際の南向けのいいとこなんですけど、猪が入って

大変でしょう。 

 島の人はなかなか大変なんですよ言ったら、いえいえ、猪くらい大丈夫ですよ、

雪除けのこと考えたり、まして今、コロナの関係でも買い物に行くときだけマス

クしたら、後のことはもうしなくてもいいと。 

 非常に空気はいいし、気候が温暖で、雪除けの労力がないのと、近くで買い物

ができる。 

 ただ一ついかんことは、今治に来るときに橋代がかかる。 

 これは、新しい市長さんの方で、どうもお考えいただいとるようですけども、

そのようなことで喜んでおる、市の方で一生懸命取り組んでおることで、身近な

例を一つご披露をしておいたらと思います。 

 失礼しました。 

 

会長 

 ありがとうございます。 

 非常にこう、明るいですね、お話をいただきまして、皆さん参考になったんで

はないかと思います。 

 やはり、今治のいいところをですね、全国にアピールしていく。 

 これは、みんな揃って頑張りましょうと、こつこつとやっていきましょうとい

うのが、基本的な姿勢じゃないかなあと思っております。 

 これからもどうか皆さん、頑張っていきましょう。 

 

会長 

 他に自由トーク等。 

 

都市建設部長 



 都市建設部長です。 

 それでは最後に、一言お礼を申し上げます。 

 委員の皆さま方におかれましては、年度末の大変お忙しいところ、本委員会を

開催していただきまして、誠にありがとうございました。 

 また、委員の皆さま方には、闊達なご議論をいただき、大変参考になりました。 

 本日、皆さま方から頂戴いたしました貴重なご意見は、今後の空家対策に活か

してまいりたいと考えております。 

 令和３年度は、特定空家への対応といった大きな課題を抱えておりますが、し

っかりと空家対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き皆

さま方のお力添えをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 

会長 

 それでは、これで議事を終了いたします。 

円滑な議事進行へのご協力、誠にありがとうございました。 

 また、よろしくお願いいたします。 

 


